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研究成果の概要（和文）：近年、世界各地で民族紛争がみられる。ケンブリッジ・カーネギープロジェクトが提言して
いる複合型パワーシェアリング（CPS）は、自治権付与による解決である。国家全体の枠組みを残したまま、分離独立
を求める民族集団に自治権を認める、いわゆる「非対称的自治」の導入である。だが、中東では、租税収入に基盤を置
く通常の「生産国家」ではなく、レント収入に依存する「配分国家」になって、結果的に非民主的な政治体制の形成を
促すメカニズムが働いているため、CPSの導入以前に経済的問題が横たわる。資源の高産出国では、資源が体制強化に
寄与し、低産出国の場合は、資源が内戦や紛争の発端になりうる。

研究成果の概要（英文）：In recent years, an ethnic conflict is seen everywhere in the world. The complex p
ower sharing (CPS) which the Cambridge Carnegie project has proposed is the solution by autonomy. It is th
e method of granting autonomy to the ethnic group which asks for independence in the framework of the stat
e.
But, in the Middle East, the "distribution states" depending on the lent income have built the authoritari
an system.Therefore, economic matters lie before introduction of CPS. A resource-rich countries strengthen
 their authoritarian sysytem, resources can rise a civil war and the beginning of dispute easily. 
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１．研究開始当初の背景 
冷戦期から冷戦後の現在に至る数十年間

に、世界中で民族自決を求める紛争が発生し、
虐殺や難民の増大を前に、紛争の解決のため
に国際的な介入が幾度もなされてきた。暴力
的紛争後の平和構築に向けて試みられた紛
争解決策は、武装解除、警察機構改革、経済
問題の処理、人権、マイノリティの権利、マ
スメディアの整備など多岐にわたる。 
研究代表者はこれまで、中東・北アフリカ

の政治経済、特に独裁体制の持続要因、政治
体制の変容、石油経済と独裁体制の相関等に
ついて研究を重ねてきた。これまでの研究成
果と最新情勢をまとめた『中東・北アフリカ
の体制崩壊と民主化－MENA 市民革命のゆく
え』（福富満久、岩波書店、2011 年 10 月）で
は、2011 年、チュニジアを起点とする「アラ
ブの春」によってチュニジア、エジプト、リ
ビア、アルジェリアの独裁体制の崩壊過程を
分析し、石油収入が独裁体制を強化すること、
またマスメディアの不在による情報の非対
称性が選挙行動を拘束することなどをつき
とめ、リーマン・ショック後の経済不況と鬱
積した不正義に対する不満がチュニジアの
体制崩壊の起点となり、それがエジプト、リ
ビアに波及していったことを明らかにした。 
だが、同書を上梓後、イエメンのサーレハ

独裁政権が崩壊、シリアがほぼ内戦状態化し、
リビアでも部族間抗争が激しさをみせるこ
ととなった。今後の中東・北アフリカ諸国の
国づくりに、どのような手法を用いれば、他
民族・部族間で民主主義が根づき、人権が守
られ、平和で尊厳ある生活が営めるのか、と
いう問題に取り組む責務を改めて痛感する
こととなった。 
そこで出会ったのが、アメリカのカーネギ

ー財団の支援のもとにイギリスのケンブリ
ッジ大学国際問題研究センター、ラウターパ
クト国際法研究センター（ケンブリッジ大
学）、欧州マイノリティ問題研究センター
（ECMI）が立ち上げた、民族問題解決のため
のケンブリッジ・カーネギープロジェクト
（ The Cambridge Carnegie Project on 
Resolving Self-Determination Disputes 
Using Complex Power-Sharing）であった。 
紛争後の平和構築では、国内においては政

治的な基本政策において大きく分けて比例
代表制を導入して多極共存型の政治体制を
目指すか、福祉や教育制度など内的制度を整
備して統合化政策を推進するか、のどちらか
の方法がとられてきた。 
多極共存型パワーシェアリング（アプロー

チ）とは、Ａ. レイプハルトを代表的論者と
するアプローチで、多数派支配を回避する制
度と政治文化および社会条件の模索に重点
を置く。レイプハルトは、民主主義を 4つの
タイプに分類した。①求心型民主主義
（Centripetal democracy）均質な国民文化
の中での政治的競争性、②遠心型民主主義
（Centrifugal democracy）多文化環境、シ

ステムの崩壊の脅威にある中での政治的競
争性、③連合型民主主義（Cartel democracy）
均質で脱政治化された国民文化、④コンソシ
ーエーショナル型民主主義（Consociational 
democracy）多政治文化の中で調整政治を営
む。分断化された文化の上の民主主義を安定
した民主主義に変えるようにデザインされ
たエリートカルテルによる政府を意味する。 
ケンブリッジ・カーネギープロジェクトが

提言している複合型パワーシェアリング
（Complex Power-Sharing／CPS）と呼ばれる
民族自決問題を解決するための手法は、これ
まで主流となっていた多極共存型パワーシ
ェアリングと統合主義型パワーシェアリン
グの二つのアプローチを合体させ、多民族国
家において、すべての主要なエスニック集団
の欲求を満たすための諸慣行や諸制度に注
目し、これまでにないほど広範囲にわたる争
点を取り上げ、解決法を模索する手法である
『民族（エスニック）紛争の解決とパワー・
シェアリング：複合型パワー・シェアリン
グ・アプローチの有意性』（石川一雄、専修
大学法学研究所紀要 34, 2009 年、4－5頁）。
換言すれば、CPS は、民族自決問題を解決す
るための手法で、複合民族国家において、す
べての主要なエスニック集団を満足させる
ための諸慣行や諸制度に注目し、その促進を
狙う解決法といえる。 
 
２．研究の目的 
中東地域は長年にわたって、パレスチナと

イスラエル間の憎悪の連鎖が続き、近年では
イランとイスラエルの間でもイランの核開
発問題によって一触即発の事態となってい
る。 
CPS では、経済問題の処理、軍民関係、人

権、マイノリティの権利などさまざまな構造
的問題の処理をし、しかもそれをさまざまな
統治のレベルで行うものと捉えている。すべ
ての政治主体（アクター）の重要性を主張し、
エリートであろうと、その他であろうとその
ガバナンスの中に組み込み、それこそが自決
問題を解決するための成功の鍵と位置づけ
る。 
では本当に敵対する周辺民族（エスニック）

集団に政治参加の場を与えて国家内ガバナ
ンスの構成単位にし、正当な手続きに基づい
てコントロールすることができるのか。もし
できれば、そのやり方は、現在進行形のイス
ラエル・パレスチナ問題の解決についても道
筋をつけるものになるかもしれない。暴力的
な民族紛争後の平和構築の過程でCPSの有効
性が確認されれば、民族紛争のみならず、宗
教戦争や、現在シリアで進行中の独裁体制打
倒運動についても、有効性を発揮するだろう。
交差横断的な亀裂解消策がうまく機能すれ
ば、平等と非差別を唱える反体制・新興勢力
側と、体制・保守勢力間におけるパワー・バ
ランスの再構築においても力を発揮しよう。
本研究の取り組みは、21 世紀における新しい



日本の政策イニシアチブとして、アジア諸国
間の発展や協力の具体的方向性を提言する
ものとして寄与することもできるだろう。平
和や国際協力の面でどのような効果がみら
れたのか。そして、人々の意識はこの制度に
よってどのように変化したのか。このような
問題意識から本研究により、新しい包括的平
和構築の道筋の具体的方向性を探ることを
目的とした。 
 
３．研究の方法 
研究を遂行するため、まず『Settling 

Self-Determination Disputes: Complex 
Power-sharing in Theory and Practice 』
（Marc Weller、 Barbara Metzger、 Niall 
Johnson, Publications on Ocean 
Development Martinus Nijhoff; illustrated 
edition, 2008)についてその内容把握に努め
た。 
その上で、北アイルランド、ボスニア、コ

ソボに赴き、実際の社会構築、民族和解、人
権回復の状況について調査した。 
さらに中東におけるCPSの政策実践の可能

性についての方策を探った。研究期間中はア
ラブ首長国連邦、ヨルダン、パレスチナ、イ
スラエルに赴き、特に、パレスチナ＝イスラ
エル関係に焦点を絞って、現地に赴き、民族
紛争の背景、これまでの和平の取り組み、対
話に関する具体的成果及び評価を把握する
とともに、戦略や、和平プロセス等について
の資料収集を行った。国際援助機関や NGO、
現地に詳しいビジネスマンへの聞き取りも
行った。また、パレスチナ和平に長く関わっ
ていた米国の政策・動向を探るためにワシン
トンの国立公文書館に赴き資料収集を行っ
た。 
 
４．研究成果 
紛争後の平和構築では、国内においては政

治的な基本政策において大きく分けて比例
代表制を導入して多極共存型の政治体制を
目指すか、福祉や教育制度など内的制度を整
備して統合化政策を推進するか、のどちらか
の方法がとられてきた。比例代表制とは、政
党が得票率に応じて議席配分を受けるやり
方で、民意が正確に反映されるやり方である。
統合化政策とは、文字通り統合が意味するよ
うに、マイノリティを社会に同化させていく
やり方である。ケンブリッジ・カーネギープ
ロジェクトが提言しているのは、複合型パワ
ーシェアリング（Complex Power-Sharing／
CPS）と呼ばれる民族自決問題を解決するた
めの手法で、この両者を統合したアプローチ
をとる。広範囲にわたる争点を取り上げ、解
決法を模索し、自治権を付与するところに特
徴がある。 
CPS では、経済問題の処理、軍民関係、人

権、マイノリティの権利などさまざまな構造
的問題の処理をし、しかもそれをさまざまな
統治のレベルで行うものと捉えている。すべ

ての政治主体（アクター）の重要性を主張し、
エリートであろうと、その他であろうとその
ガバナンスの中に組み込み、それこそが自決
問題を解決するための成功の鍵と位置づけ
る。そこでは、既存の内発的な伝統的多極共
存論を発展させ、現代におけるパワーシェア
リ ン グ の 多 層 的 複 合 性 （ multi-level 
complexity）を実践できる、とされている。 
具体的には、カーネギー・プロジェクトは、

北アイルランド、ボスニア、コソボ、マケド
ニア、ガガウジア/モルドバ、南オセチア/グ
ルジア、ブーゲンビル/パプア・ニューギニ
ア、およびミンダナオ/フィリピンの 8 ヵ国
を分析し、それぞれの国の異なった状況で、
CPS の手法はどの程度和平に貢献したのかを
論じている。 
では本当に敵対する周辺民族（エスニック）

集団に政治参加の場を与えて国家内ガバナ
ンスの構成単位にし、正当な手続きに基づい
てコントロールすることができるのだろう
か。 
実際、民族自決の闘争は戦争の中でも最も

長期戦かつ破壊的なものとなる。世界銀行の
『戦乱下の開発政策』（2003 年）によれば、
国際紛争はほとんどが6ヵ月以内に終結して
いるのに対し、内戦は平均でも約 7年の長期
に及んでいる。分離という目的が成し遂げら
れなければ、数十年、中には半世紀にわたっ
て争う場合もある。武装した分離独立派と分
離独立を阻止しようとする中央政府との間
では構造的非対称性があるために、しばしば、
民族解放戦線は、テロのような形態に訴える
場合がある。この場合、社会に対して深刻な
政情不安にある国を崩壊へと導く可能性も
ある。 
分離という目的が成し遂げられなければ、

数十年、中には半世紀にわたって争う場合も
ある。武装した分離独立派と分離独立を阻止
しようとする中央政府との間では構造的非
対称性があるために、しばしば、民族解放戦
線は、テロのような形態に訴える場合がある。
この場合、社会に対して深刻な政情不安にあ
る国を崩壊へと導く可能性もある 。 
そこでケンブリッジ・カーネギープロジェ

クトが提言しているのは、暴力の放棄を引き
換えに自治を与えるという政策である。独立
の代わりに自治権を与えて分離主義者を国
内に留めておくとする政策である。古典的な
ケースでは、フィンランドにおけるオーラン
ド諸島 、イタリアの南チロル地方、インド
における様々な民族の例が挙げられる。 
例えば、バルト海に浮かぶオーランド諸島

は地理的近接さもあって古来からフィンラ
ンドにその領有が認められていたが、その住
民のほとんどはスウェーデン系であった。ロ
シアに占領されていたフィンランド本土で
1917 年、議会が独立を宣言するとオーランド
においてもフィンランドからの分離とスウ
ェーデンへの再帰属を求める運動が起こっ
た。オーランド分離を阻止すべく、1920 年に



フィンランドはオーランドに対し広範な自
治権を付与するオーランド自治法を成立さ
せた。1921 年、国際連盟は、条件としてオー
ランドの更なる自治権の確約を取り付け、オ
ーランドのフィンランドへの帰属を認めた。
1922 年、フィンランドの国内法（自治確約法）
が成立。オーランドの自治が確立した。現在
フィンランド政府によって、スウェーデンへ
の復帰を認められているが、住民投票ではフ
ィンランドに帰属している現状を望む人が
半数を越える。スウェーデンに復帰すれば一
つの県にすぎないが、フィンランドのもとで
は大幅な住民自治が認められ、十分な自由が
担保されているからだと考えられる。また、
スウェーデン、フィンランド両国共にシェン
ゲン協定に加盟していることもあって、事実
上自由に往来ができる。こういった側面も住
民が現状維持が最適であると考える材料な
のであろう。 
1945 年から 1988 年までほんの一握りの自

治権付与の例しか認められなかったが、1988
年以降は、多くの自治権付与の例が認められ
た。 
ただし、暴力の停止とトレードオフで自治

権を付与する場合には問題が残る。分離主義
者に特別な地位を与えるために権力を握っ
た者が恣意的な統治をする可能性があるか
らである。ユーゴスラビア、ソ連での民族自
決の例を考えるといい。中央政府は再統合化
への努力を払わなくなるため、自治区は良い
統治や人権を無視しがちになることとなる。
フィリピン、モルドバ、グルジア共和国など
の紛争もこのカテゴリーに分類される。 
ウェラーらは、こういった状況下において、

CPS は、水平的かつ垂直的両方の面で公的権
威の多くの層があるところでの一つの解決
策になると目されると述べる『Self-determi 
nation Conflict: An Introduction』（Marc 
Weller, , Marc Weller and Barbara 
Metzger(eds.) , Settling Self-Determin 
ation Disputes: Complex Power-Sharing in 
Theory and Practice, Nijhoff Publishers, 
2008, p.xi）。 
中東の場合は、マイノリティの同化以前に、

石油資源を掌握し、政権維持に充てていて、
配分国家をいかに生産国家に移行するかが
重要な点である。 
高産出国では、資源が体制強化に寄与し、

低産出国の場合は、資源が内戦や紛争の発端
になりうる。 
サウジアラビアやクウェートはザカート

（救貧税）や輸出入税など以外に税金はない。
実際、石油収入によって、多くのアラブ諸国
で、病院や学校の建設が進み、ハイレベルの
医療制度や高等教育が整備されている。福利
厚生も整備されている。病院代や薬は無料、
大学などの教育なども無料である。そればか
りか、例えばリビアでは学生には逆に奨学金
という給与が支払われる。市民社会の不満は、
政府への不満へと集約されず、国家は常に保

護者となる。 
だが、低産出国では、扱いを間違うと経済

全体が変動する市場価格に依存しているが
ゆえに、ひとたび価格が下落すると経済は停
滞し、社会は不況に陥り、政府は財政危機と
なって政情不安を引き起こしやすい 。 
ポール・コリエーとアンケ・ホーフラーは、

1960 年から 1992 年までの内戦について、複
数の説明変数の関係を統計から明らかにし、
4 つの変数（低い所得、資源、多い人口、細
分化された民族的・言語的状況）が内戦の長
期化と発生について強い影響を与えている
ことを結論づけているが、彼らも資源は、国
家を乗っ取ることによって得られる利得に
反抗勢力を魅了するため、戦争のリスクを増
加させると論じている。しかし、資源による
外生収入が高い場合、政府の豊富な軍事支出
によって自己防衛能力を高めることができ
るため、内戦のリスクは減じられることとな
ると説明している 。 
石油収入は政府を頂点とするピラミッド

型ヒエラルキー社会を形成し、石油収入をコ
ントロールする者が経済力を持ち、さらに政
治力をも高めるということになる（サウジア
ラビアやアラブ首長国連邦など）。だが、扱
いを間違うと経済全体が変動する市場価格
に依存しているがゆえに、ひとたび価格が下
落すると経済は停滞し、社会は不況に陥り、
政府は財政危機となって政情不安を引き起
こしやすい。 
カダフィ体制崩壊以前の 2011 年 6 月時点

のブリティッシュペトロレアム社（BP）統計
と同年の破綻国家指数（Failed States 
Index: FIS）を使って行った産油国 48 ヵ国
のデータ解析では、石油の日量生産が 250 万
バレル以上の非民主制高産出国 5 ヵ国の FIS
平均は 71.1、同 100 万バレル以下の非民主制
低産出国 18 ヵ国の FIS 平均は 85.4 と、後者
の方が 14 ポイント以上格段に高かった 。こ
こから読み取れることは、高産出国では、資
源が体制強化に寄与し、低産出国の場合は、
資源が内戦や紛争の発端になりうるという
仮説である。アルジェリア（180.9 万バレル）
で FIS は 78.0、リビア（165.9 万バレル）の
FIS は 68.7 で、中産出国のカテゴリーに入る
が、体制強化にも体制弱化にもなりうるとい
うことを指し示している。すなわちアルジェ
リアやリビアにとって、石油資源は諸刃の剣
であり、それだけにより注意する必要がある
のである 。 
アルジェリアでもリビアでもこれまで石

油・天然ガス資源は欧米に抜き取られるだけ
取られて国富は還流していないようにみえ
る。リビアの首都トリポリも近代化に取り残
された感がある。 
中東・アフリカで起きているテロ事件や紛

争をみていると、これまで論じてきた植民地
統治の残像が背後に見え隠れする。こうした
歴史に根差した問題はアルジェリアだけに
とどまらない。パレスチナ問題、イラン革命、



リビアの 1969 年革命…中東は国際政治にお
ける理想と現実、大国のエゴに引き裂かれた
受難の縮図ともいえる。シリアの内戦にもフ
ランス委任統治時代の負の遺産が色濃く影
を落としている。 
現在のシリアの混乱も歴史と切り離すこ

とができない側面がある。シリアは人口の
16％程度を占めるに過ぎない大統領も属す
るアラウィー派と呼ばれる少数派がバース
党、政府機関、軍、国営企業の要職を実行支
配していて、バース党の一党支配体制が続い
てきた。少数派が国民の大多数であるスンニ
派を支配する同国の政治システムは独裁体
制になるのは必然であり、その必然の原因に
なったのは、フランスが委任統治時代に少数
派で貧しかったアラウィー派を、国防軍を組
織するため徴兵し、軍事教育したからであっ
た。独立後、軍は国家の中枢を掌握し、バー
ス党員で軍人のハーフェズ・アサドが独裁者
として 29 年間君臨することとなる。なお、
シリアの石油産出量は、日量生産 38.5 万バ
レル、FIS は 85.9 であった。 
ところで、ポール・コリエーとアンケ・ホ

ーフラーは、1960 年から 1992 年までの内戦
について、複数の説明変数の関係を統計から
明らかにし、4 つの変数（低い所得、資源、
多い人口、細分化された民族的・言語的状況）
が内戦の長期化と発生について強い影響を
与えていることを結論づけている。 
一人当たり収入が高ければ高いほど、内戦

の可能性は低くなること。反抗した場合の機
会費用がそれをしないで得られる利得を下
回るからである。彼らはこれを高所得効果
（the effect of higher income）と呼んで
いる。一方で、一人当たり所得が低ければ低
いほど、内戦のリスクは高くなる。 
資源効果は簡単ではない。基本的には、資

源は、国家を乗っ取ることによって得られる
利得に反抗勢力を魅了するため、戦争のリス
クを増加させる。しかし、資源による外生収
入が高い場合、政府の豊富な軍事支出によっ
て自己防衛能力を高めることができるため、
内戦のリスクは減じられることとなる。これ
は先ほどの筆者の行った統計結果と軌を一
にする。 
人口は多ければ多いほど、紛争のリスクを

高める。離脱への利得を見い出すからである。 
広大な領域に潜在的分離地域が存在する

ことは紛争のリスクを高める。さらに細分化
された民族的・言語的状況がある場合、その
リスクは確実に増す。ただし、民族分断
（ethnic division）は、内戦の理由として
最も頻繁に使われるものであったが、ポー
ル・コリエーとアンケ・ホーフラーは、これ
は正しくないという。細分化された民族的・
言語的状況は、細分化されればされるほど、
内戦へとつながるということを意味しない。
彼らは、同一的社会が紛争に結びつかないよ
うに、高度に細分化された社会も同様に紛争
に結びつかないと説明する。問題は、同じよ

うなサイズの民族的・言語的グループが二つ
あり、極を形成している場合に可能性が高ま
るのである。彼らの調べでは、同一的社会と
高度細分化社会より、二極社会は 50％も紛争
の可能性が高まる。もし紛争を避けたいので
あれば、分離独立を認めるか、他国との連合
を強化することによってリスクを減じるこ
とができるという。これは、ベルギーのよう
に欧州連合のような巨大な枠に入ることを
示唆しているものと理解できる。 
高度細分化社会において内戦の可能性が

低くなる理由は、反抗勢力のコーディネーシ
ョンコスト（coordination cost）が高いと
いうこと、そして自らも細分化されているか
らだと指摘している『On Economic Causes of 
Civil War 』（ Paul Collier and Anke 
Hoeffler, , Oxford Economic Papers, Vol.50, 
No.4（Oct.,1998）, pp.563-572）。 
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